
北加積地区の主な提言等と進捗状況

皆さまからいただいた主な提言等 その際の回答要旨

地区住民運動会 なぜ国が定めた体育の日に地区住民運動会を開催しないのか？

近年は10月の最初の休日に実施していました。これは体育の日が連休になるので、
行楽に行かれる方への配慮や市の行事を参考に地区公民館長の会合で決定して
います。今年は体育の日の連休が10月の最初の週の休日であったため、その週を
避け前の週の9月30日に実施することになりました。ご意見は来年度の参考とさせて
いただきます。

市職員の対応
選挙管理委員会に有権者数を問い合わせたら、「ここに問い合わせられ
てもわからない。」と対応した職員がいる。たるんでいるのではないか。

申し訳ございません。直ぐにお答えできるご質問には即答するよう職員に注意いた
します。

上水道管の布設
宮窪地内には下水道管は布設されているが上水道本管が布設されて
いないため給水できない世帯がある。以前から要望しているがこの未整
備区間に上水道本管の布設を町内会としてお願いしたい。

給水条例で定めているとおり配水管が布設されていない場所に給水を希望される場
合は、申込者が配水管布設工事費を負担しなければならないと記載されておりま
す。過去の例から配水管工事費の2割から4割を負担していただくことで施工できると
考えています。

上水道管の布設
水道事業の将来計画として当該地域に水道管を布設する計画はないの
か？

上水道整備計画の策定については、平成10年に第4次拡張計画の変更を行ってお
りますが、老朽管の布設替え、配水管の連結、水圧不足の解消を計画しており、今
のところ事業計画の見直しは考えていませんが、将来、整備計画を見直すことにな
れば、県道滑川インター線沿いの開発状況を考慮して計画していきたいと考えてい
ます。

北野の孤立死問
題

事故後、関係者が集って対応策を協議したと報道されていたが、何か良
い対策があったのかお聞かせ願いたい。

地域関係者の連携や情報の共有化について、社会福祉の会合などに福祉関係者
をはじめ積極的に警察や駐在所が参加し情報を共有していくこと、困っている人の
情報収集について「本人が自ら困っている状況を知らせていただくこと」が重要であ
ることなどが協議され、個人情報の提供についても検討されました。これといった特
効薬のような対策はございませんが、孤立している方のご近所からの情報を掘り起
こすため、「ご近所見守りチェックリスト」を作成し、広報10月号とともに配布しまし
た。また、昨年度から一部の地区で支え合いマップを作成しておりますが、来年度に
は残りの地区も全て作成できるよう準備を進めています。事故が発生しない万全の
対策はございませんが、できる限りの情報提供や対策を行っていきたいと考えてお
ります。

市職員の対応
昔は部下の接客態度や応対が悪いと上司が注意するのが当たり前で
あったが、最近は注意する上司が少なくなってきているのでは？

ご提言ありがとうございます。市役所は市内最大のサービス会社との認識で、挨拶
や応対についての意識改革を行っています。長年の習慣でたるんでくる職員もいま
すので、もう少し時間はかかるかと思いますが、市民の皆様に満足していただけるよ
う管理職をはじめ全体で取り組んでいきます。

公園と観光

市民交流プラザという名称や柳原にある公園は「柳原第１公園」や「第2
公園」となっており、いかにも行政的な名称で堅苦しい。愛称をつければ
親しみやすくなるのでは。また、柳原の公園やのぞみ川周辺は春に桜
が咲いて綺麗なので市内を観光するスポットとして活用できないか？

柳原中央公園や柿の木公園といった名称があります。名称を変更すると様々な問
題が想定されますので困難であると考えております。また、公園等は公共の施設で
ありますので、市民の皆様に活用されることを期待しています。

公園と観光
松川べりや呉羽の桜はマスコミで紹介されている。柳原の公園一帯も整
備されているのだから、もっとマスコミを活用してはどうか？

県内のどこの公園にも負けないような桜並木を整備しており、多くの市民の皆さまに
見ていただきたいと考えております。ご提言ありがとうございます。参考といたしま
す。

法花寺の通学路
法花寺や稲泉からの通学路には歩道がないので、白線をもう少し車道
側に引き直せば子どもたちの安全確保になるのでは。

該当の市道について子供たちの安全のため拡幅工事を実施しておりますが、除雪
等を考慮し、歩道は白線で対応しています。現場を確認いたします。

災害対策
災害で水道から給水できなくなった場合、給水車が給水できるような場
所はあるのか？

横道に新設した配水池は緊急の場合、給水車が給水できるような施設となっていま
す。

宮窪の三叉路
私道であり、侵入しないよう標識も設置しているが、交通ルールを無視し
て車が通過する。何とかならないか？

警察に相談いたします。

提言等の項目
H24秋に開催した「市長と語る会」
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